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・ 宿泊を伴う長距離貨物運送（Ｐ5参照）の場合、１週について２回に限り、継続８時間以上とすることができ
ます。

・ 休息期間のいずれかが継続９時間を下回る場合は、一の運行終了後、継続12時間以上の休息期間を与えな
ければなりません。

・ 休息期間の取扱い（改善基準告示第４条第２項）
特に長距離貨物運送の場合、運行の中継地や目的地において休息期間を過ごすことがありますが、休息期間
の配分においてはトラック運転者の疲労の蓄積を防ぐ観点から、当該トラック運転者の住所地における休息
期間が、それ以外の場所における休息期間よりも長く確保されるよう努める必要があります。

１日の休息期間は、勤務終了後、継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、
継続９時間を下回ってはなりません。

！

❷ １日の休息期間 （改善基準告示第４条第１項第５号）

〈 ポイント 〉 １日の拘束時間及び１日の休息期間

　１日の拘束時間及び１日の休息期間がともに基準を満たしていなければなりません。

（図）１日の拘束時間及び１日の休息期間の設定

8：00
始業
8：00

終業
21：00

8：00
始業
8：00

終業
23：00

8：00
始業
8：00

終業
1：00

8：00
始業
8：00

終業
24：00

拘束時間 13時間 ◯ 休息期間 11時間 ◯

拘束時間 15時間 ◯ 休息期間 9時間 ◯

拘束時間 17時間 × 休息期間 7時間 ×

拘束時間 16時間 ◯ 休息期間 8時間 ◯

→１日の拘束時間は16時間まで延長可（週２回まで）、１日の休息期間は継続８時間以上（週２回まで）
　一の運行終了後は継続12時間以上の休息期間を与えなければなりません。

※ 宿泊を伴う長距離貨物運送の場合（住所地以外の場所で休息期間を与える場合）

【原則】

【例外】


